
 

 

 

 

偽造品・不純物の検出のための税関監督手順のフローチャート 
 

 

 

 

税関監督の要請が要件を満

たさない場合、CCSDは税関

監督要請拒否通知書を発行

する（要請を受領した日か
ら20営業日以内）。 

 

税関監督の要請が要件を満たす

場合、CCSDは税関監督要請受

理通知書を発行します（すべて
の必要書類を受領した日から20

営業日以内）。 

 

CCSDは、(i)監督措置を展開す

るためのベトナムの省税関及び

税関支署に税関監督要請受理通

知を送付し、(ii)要請者に情報提

供を求める。 

 

税関支署は、偽造品・侵害品の疑

いがある場合、その情報を要求者

に通知し、要求者が税関停止措置

を適用できるようにします。 

(2) (3) 

(4) 

(5) 

 

税関管理監督局（CCSD）に税関監督を申請する 

(1) 


